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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信端末（２０）がＳ８ホームルーティングローミングを行うときに合法的
傍受（ＬＩ）を可能にする方法であって、
　モビリティ管理エンティティ（４２）（ＭＭＥ）において、第１のサービングゲートウ
ェイ（２２）（ＳＧＷ）から、前記ワイヤレス通信端末（２０）をサーブする第１のＬＩ
ミラーインターネットプロトコルサブシステム（ＩＭＳ）状態機能（２６）（ＬＭＩＳＦ
）のアドレスを受信すること（Ｓ２０１、１００）と、
　前記ＭＭＥ（４２）から第２のＳＧＷ（３４）を介して、前記ワイヤレス通信端末（２
０）が再配置される第２のＬＭＩＳＦ（３８）に、前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）の前記
アドレスを提供すること（Ｓ２０２、１１６）であって、ＬＩを行うために必要とされる
前記ワイヤレス通信端末（２０）のＩＭＳ関連情報は、前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）か
ら前記第２のＬＭＩＳＦ（３８）によって取得可能である、提供することと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記ＭＭＥ（４２）において、前記第１のＳＧＷ（２２）によって提供される前記第１
のＬＭＩＳＦ（２６）のアドレスをＵＥコンテキストの一部分として記憶すること（１０
０）をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＭＭＥ（４２）によって前記第２のＳＧＷ（３４）に、セッション作成要求を発行
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すること（１１６）によって、前記第２のＳＧＷ（３４）に前記第１のＬＭＩＳＦ（２６
）の前記アドレスを提供することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＭＥ（４２）において、前記セッション作成要求に応答して、前記第２のＳＧＷ
（３４）から、前記第２のＬＭＩＳＦ（３８）のアドレスを含むセッション作成応答を受
信すること（１２２）をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ワイヤレス通信端末（２０）がＳ８ホームルーティングローミングを行うときに合法的
傍受（ＬＩ）を可能にする方法であって、
　前記ワイヤレス通信端末（２０）をサーブするモビリティ管理エンティティ（４２）（
ＭＭＥ）において、前記ワイヤレス通信端末（２０）をサーブする第１のＬＩミラーイン
ターネットプロトコルサブシステム（ＩＭＳ）状態機能（２６）（ＬＭＩＳＦ）のアドレ
スを受信すること（Ｓ３０１）と、　前記ワイヤレス通信端末（２０）が再配置されるべ
き別のＭＭＥ（４２）を介して、前記再配置後に前記ワイヤレス通信端末（２０）をサー
ブする第２のＬＭＩＳＦ（３８）に、前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）の前記アドレスを提
供すること（Ｓ３０２）であって、ＬＩを行うために必要とされる前記ワイヤレス通信端
末（２０）のＩＭＳ関連情報は、前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）から前記第２のＬＭＩＳ
Ｆ（３８）によって取得可能である、提供することと
を含む、方法。
【請求項６】
　ワイヤレス通信端末（２０）がＳ８ホームルーティングローミングを行うときに合法的
傍受（ＬＩ）を可能にする方法であって、
　前記ワイヤレス通信端末（２０）が再配置される第２のＬＩミラーインターネットプロ
トコルサブシステム（ＩＭＳ）状態機能（３８）（ＬＭＩＳＦ）において、前記再配置前
に前記ワイヤレス通信端末（２０）をサーブした第１のＬＭＩＳＦ（２６）のアドレスを
、前記第２のＬＭＩＳＦ（３８）と関連付けられたサービングゲートウェイ（３４）（Ｓ
ＧＷ）を介して前記第２のＬＭＩＳＦ（３８）をサーブするモビリティ管理エンティティ
（４２）（ＭＭＥ）から受信すること（Ｓ２０２、１２６）と、
　前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）から、ＬＩを行うために必要とされる前記ワイヤレス通
信端末（２０）のＩＭＳ関連情報を取得すること（Ｓ２０３、１３０）と
を含む、方法。
【請求項７】
　前記ワイヤレス通信端末（２０）が再配置されるＬＩポリシ制御機能（４８）（ＬＰＣ
Ｆ）に、前記ワイヤレス通信端末（２０）がＬＩの対象であることを通知すること（１３
２）をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ワイヤレス通信端末（２０）の前記ＩＭＳ関連情報は、前記ワイヤレス通信端末の
ユーザ機器（ＵＥ）コンテキストを含む、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＵＥコンテキストは、前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）のアドレスをさらに含む、請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　行われるＬＩ機能は、音声呼の傍受を含む、請求項１から９のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１１】
　ワイヤレス通信端末（２０）がＳ８ホームルーティングローミングを行うときに合法的
傍受（ＬＩ）を可能にするように設定されるモビリティ管理エンティティ（４２）（ＭＭ
Ｅ）であって、
　前記ＭＭＥ（４２）は、プロセッサ（１５８）およびメモリ（１６０）を含み、前記メ
モリは、前記プロセッサによって実行可能である命令を含有することによって、前記ＭＭ
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Ｅ（４２）は、
　　第１のサービングゲートウェイ（２２）（ＳＧＷ）から、前記ワイヤレス通信端末（
２０）をサーブする第１のＬＩミラーインターネットプロトコルサブシステム（ＩＭＳ）
状態機能（２６）（ＬＭＩＳＦ）のアドレスを受信し、
　　第２のＳＧＷ（３８）を介して、前記ワイヤレス通信端末（２０）が再配置される第
２のＬＭＩＳＦ（３８）に、前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）の前記アドレスを提供するこ
とであって、ＬＩを行うために必要とされる前記ワイヤレス通信端末（２０）のＩＭＳ関
連情報は、前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）から前記第２のＬＭＩＳＦ（３８）によって取
得可能である、提供することを行うように動作可能である、モビリティ管理エンティティ
（４２）（ＭＭＥ）。
【請求項１２】
　前記第１のＳＧＷ（２２）によって提供される前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）のアドレ
スをＵＥコンテキストの一部分として記憶するようにさらに動作可能である、請求項１１
に記載のＭＭＥ（４２）。
【請求項１３】
　セッション作成要求を前記第２のＳＧＷ（３４）に発行することによって、前記第２の
ＳＧＷ（３４）に前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）の前記アドレスを提供するようにさらに
設定される、請求項１２に記載のＭＭＥ（４２）。
【請求項１４】
　前記セッション作成要求に応答して、前記第２のＳＧＷ（３４）から、前記第２のＬＭ
ＩＳＦ（３８）のアドレスを含むセッション作成応答を受信するようにさらに設定される
、請求項１３に記載のＭＭＥ（４２）。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信端末（２０）がＳ８ホームルーティングローミングを行うときに合法的
傍受（ＬＩ）を可能にするように設定される、前記ワイヤレス通信端末（２０）をサーブ
するモビリティ管理エンティティ（４２）（ＭＭＥ）であって、
　前記ＭＭＥ（４２）は、プロセッサ（１５８）およびメモリ（１６０）を含み、前記メ
モリは、前記プロセッサによって実行可能である命令を含有することによって、前記ＭＭ
Ｅ（４２）は、
　　前記ワイヤレス通信端末（２０）をサーブする第１のＬＩミラーインターネットプロ
トコルサブシステム（ＩＭＳ）状態機能（２６）（ＬＭＩＳＦ）のアドレスを受信し、
　　前記ワイヤレス通信端末（２０）が再配置されるべき別のＭＭＥ（４２）を介して、
前記再配置後に前記ワイヤレス通信端末（２０）をサーブする第２のＬＭＩＳＦ（３８）
に、前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）の前記アドレスを提供することであって、ＬＩを行う
ために必要とされる前記ワイヤレス通信端末（２０）のＩＭＳ関連情報は、前記第１のＬ
ＭＩＳＦ（２６）から前記第２のＬＭＩＳＦ（３８）によって取得可能である、提供する
ことを行うように動作可能である、モビリティ管理エンティティ（４２）（ＭＭＥ）。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信端末（２０）がＳ８ホームルーティングローミングを行うときに合法的
傍受（ＬＩ）を可能にするように設定される、第２のＬＩミラーインターネットプロトコ
ルサブシステム（ＩＭＳ）状態機能（３８）（ＬＭＩＳＦ）であって、
　前記第２のＬＭＩＳＦ（３８）は、プロセッサ（５８）およびメモリ（６０）を含み、
前記メモリは、前記プロセッサによって実行可能である命令を含有することによって、前
記第２のＬＭＩＳＦ（３８）は、
　　前記第２のＬＭＩＳＦ（３８）への前記ワイヤレス通信端末（２０）の再配置前に前
記ワイヤレス通信端末（２０）をサーブした第１のＬＭＩＳＦ（２６）のアドレスを、前
記第２のＬＭＩＳＦ（３８）と関連付けられたサービングゲートウェイ（３４）（ＳＧＷ
）を介して、前記第２のＬＭＩＳＦ（３８）をサーブするモビリティ管理エンティティ（
４２）（ＭＭＥ）から受信し、
　　前記第１のＬＭＩＳＦ（２６）から、ＬＩを行うために必要とされる前記ワイヤレス
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通信端末（２０）のＩＭＳ関連情報を取得するように動作可能である、第２のＬＩミラー
インターネットプロトコルサブシステム（ＩＭＳ）状態機能（３８）（ＬＭＩＳＦ）。
【請求項１７】
　前記ワイヤレス通信端末（２０）が再配置されるＬＩポリシ制御機能（４８）（ＬＰＣ
Ｆ）に、前記ワイヤレス通信端末（２０）がＬＩの対象であることを通知すること（１３
２）をさらに含む、請求項１６に記載の第２のＬＭＩＳＦ（３８）。
【請求項１８】
　コンピュータ実行可能命令を含むコンピュータプログラムであって、
　前記コンピュータ実行可能命令がデバイス（２６、３８）に含まれるプロセッサ（５８
）上で実行されるとき、前記デバイスに、請求項６から１０のいずれか一項に記載のステ
ップを行わせる、コンピュータプログラム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のコンピュータプログラムが具現化されている、コンピュータ可読媒
体（６０）。
【請求項２０】
　コンピュータ実行可能命令を含むコンピュータプログラムであって、
　前記コンピュータ実行可能命令が、デバイス（４２）に含まれるプロセッサ（１５８）
上で実行されるとき、前記デバイスに、請求項１から５のいずれか一項に記載のステップ
を行わせる、コンピュータプログラム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のコンピュータプログラムが具現化されている、コンピュータ可読媒
体（１６０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）アソシエーション（ＧＳＭＡ）および第３世代パートナーシッププ
ロジェクト（３ＧＰＰ）による仕様に基づいたＳ８ホームルーティング（Ｓ８ＨＲ）に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＳＭＡは、Ｓ８ホームルーティング（Ｓ８ＨＲ）と呼ばれる、Ｖｏｉｃｅ　Ｏｖｅｒ
　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＶｏＬＴＥ）ローミングのための新しいア
ーキテクチャを明示している［１］。図１Ａは、Ｌｏｃａｌ　Ｂｒｅａｋ－Ｏｕｔ（ＬＢ
Ｏ）として知られている既存のインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシ
ステム（ＩＭＳ）ローミングアーキテクチャを示し、図１Ｂは、より新しいＳ８ＨＲロー
ミングアーキテクチャを示す。図１Ａおよび図１Ｂは、ホーム地上波公共移動通信ネット
ワーク（ＨＰＬＭＮ：Ｈｏｍｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）１０および訪問先地上波公共移動通信ネットワーク（ＶＰＬＭＮ：Ｖｉｓｉｔｅｄ　
Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１２内のネットワークエレメ
ントの相互作用を示す。
【０００３】
　図１Ａは従来のＬＢＯ設定を示す。図１Ａに示されるように、ＬＢＯにおいて、エボル
ブドパケットコア（ＥＰＣ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）へのパケットデ
ータネットワーク（ＰＤＮ）接続のために使用されるプロキシ呼／セッション制御機能（
Ｐ－ＣＳＣＦ：Ｐｒｏｘｙ　Ｃａｌｌ／Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ）１４およびパケットゲートウェイ（ＰＧＷ）１６は、両方ともＶＰＬＭＮにある。
Ｐ－ＣＳＣＦ１４は、ＨＰＬＭＮにあるサービング呼セッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ
：Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃａｌｌ／Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）１
８と通信する。



(5) JP 6722305 B2 2020.7.15

10

20

30

40

50

【０００４】
　図１Ａにおいて、ユーザ機器（ＵＥ）２０は、ＶＰＬＭＮ１２内のＰＧＷ１６およびＰ
－ＣＳＣＦ１４を通してＨＰＬＭＮ１０内にあるＳ－ＣＳＣＦ１８にベアラトラフィック
を送る、シグナリングゲートウェイ（ＳＧＷ）２２を介してネットワークに接続する。Ｐ
－ＣＳＣＦ１４およびＳ－ＣＳＣＦ１８は、ＩＭＳ内の機能エンティティである。Ｐ－Ｃ
ＳＣＦ１４はＩＭＳ／セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）識別子を「見る」ことができ
るため、ＶＰＬＭＮ１２内で合法的傍受（ＬＩ：Ｌａｗｆｕｌ　Ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｉｏ
ｎ）機能を実行することができる。ＬＢＯにおいて、モビリティによるＰ－ＣＳＣＦ１４
の変更はない。モビリティはＳＧＷ２２（およびモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）
）によってハンドリングされる。ＬＩはＰ－ＣＳＣＦ１４において行われるため、ＵＥモ
ビリティは、Ｐ－ＣＳＣＦ１４によって実行されるＬＩ機能に影響を与えない。
【０００５】
　図１Ｂは従来のＳ８ＨＲ設定を示す。図１Ｂに示されるように、Ｐ－ＣＳＣＦ１４およ
びＰＧＷ１６の両方がＶＰＬＭＮ１２ではなくＨＰＬＭＮ１０にあり、かつＰＧＷ１６が
Ｓ８インターフェースを介してＶＰＬＭＮ１２と通信する点で、Ｓ８ＨＲはＬＢＯと異な
っている。Ｓ８ＨＲにおいて、ＩＭＳ　ＶｏＬＴＥ呼を伝える通信路に含まれるＶＰＬＭ
Ｎ１２における唯一のコアネットワークノードはＳＧＷ２２である。すなわち、ＶＰＬＭ
Ｎ１２内のＩＭＳノードはＶｏＬＴＥローミング呼に関与していない。
【０００６】
　これには、ＶＰＬＭＮ１２におけるＬＩに関する意味が含まれているが、これは、Ｓ８
ＨＲにおいて、呼び出す／呼び出したパーティ数といった、ＶｏＬＴＥ関連情報を傍受す
るために使用可能であるＶＰＬＭＮ内のＩＭＳノードがないからである。いくつかの国で
は、これは規制関係を有するが、これは、ホームオペレータとのローミング協定に基づい
て音声サービスを提供しているオペレータが、傍受の対象である場合のＩＭＳサブスクラ
イバに対する音声呼を傍受する法的必要条件を有する場合があるからである。第３世代パ
ートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ＴＳＧ　ＳＡ　ＷＧ３－ＬＩは、ＶＰＬＭＮに
おけるＶｏＬＴＥ呼の傍受を可能にするように機能要件およびＬＩアーキテクチャを規定
するための技術報告（ＴＲ）［２］に取り組んでいる。
【０００７】
　ＬＩコンポーネントの動作は以下の通りである。ＩＭＳ　ＶｏＬＴＥベアラがＳＧＷ２
２／ベアラバインディング傍受および転送機能（ＢＢＩＦＦ）２４において検出されると
き、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）トンネリングプロトコル（ＧＴＰ）ベアラは
、Ｘｉａインターフェースを介して合法的傍受（ＬＩ）ミラーＩＭＳ状態機能（ＬＭＩＳ
Ｆ：ＬＩ　Ｍｉｒｒｏｒ　ＩＭＳ　Ｓｔａｔｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）２６に提供される。
ＬＭＩＳＦ２６は、ＧＴＰベアラからＩＭＳシグナリングを抽出することができる。ＬＭ
ＩＳＦ２６が音声呼を傍受するための要求をＸ１インターフェースを介して受信する場合
、ＬＭＩＳＦ２６は、ＬＩポリシ制御機能（ＬＰＣＦ）２８に通知し、かつＬＩ対象をＧ
ＴＰトンネル識別子にマッピングする情報を提供する。ＬＰＣＦ２８は、ポリシ命令をＳ
ＧＷ２２／ＢＢＩＦＦ２４に送ることによって応答することになる。ポリシ命令を受信す
ることに応答して、ＳＧＷ２２／ＢＢＩＦＦ２４は、ＩＭＳコンテンツを含む通信の一般
的コンテンツを、Ｘ３インターフェースを介してＤＦ３　３０などの適切な配信機能（Ｄ
Ｆ）に送り始めてよい。ＬＭＩＳＦ２６は、音声呼ＳＩＰメッセージのコピーを、Ｘ２イ
ンターフェースを介してＤＦ２　３２などの適切なＤＦに送り始めてよい。
【０００８】
　［２］で提案されかつ図１Ｂに示されるＬＩアーキテクチャにおいて、ＳＧＷ２２は、
アクセスポイント名（ＡＰＮ）およびサービス品質（ＱｏＳ）クラス識別子（ＱＣＩ）な
どのパラメータをチェックすることによってＶｏＬＴＥに関連しているベアラを識別し、
かつ、これらのベアラをＬＭＩＳＦ２６に提供し、その後、関与したＩＭＳ識別子が傍受
の対象であるかどうかをチェックする。ＵＥ２０が位置を変更すると、ＵＥ２０をサーブ
するＳＧＷは変わる場合があり、例えば、ＵＥ２０はＳＧＷ２２などのドナーＳＧＷから
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（図１Ｂに示されない）レセプタＳＧＷまで移ってよい。これが生じるとき、レセプタＳ
ＧＷと関連付けられたＬＭＩＳＦは、ドナーＳＧＷ２２と関連付けられたＬＭＩＳＦ２６
と異なっている場合がある。これは図２に図式によって表されている。
【０００９】
　図２において、ＵＥ２０は、最初に、ＳＧＷ／ＢＢＩＦＦ、例えば、以降「ドナーＳＧ
Ｗ１　２２」と称され、かつ、ＩＭＳ関連情報を、第１のＬＭＩＳＦ、例えば、以降「ド
ナーＬＭＩＳＦ１　２６」と称されるＬＭＩＳＦ１　２６に、Ｘ１ａインターフェース上
で提供する、ＳＧＷ１　２２／ＢＢＩＦＦ１　２４によってサーブされる。ドナーＬＭＩ
ＳＦ１　２６はＩＭＳ関連情報を解析する。この解析に基づいて、ドナーＬＭＩＳＦ１　
２６は、ＳＩＰシグナリングを回復することができ、かつ傍受したＳＩＰメッセージを、
Ｘ２インターフェース上で、ＤＦ３２などのＤＦに送り始めてよい。ＵＥ２０は次いで、
ドナーＳＧＷ１から第２のＳＧＷ／ＢＢＩＦＦ、例えば、以降「レセプタＳＧＷ２」と称
されるＳＧＷ２　３４／ＢＢＩＦＦ２　３６に変わる。レセプタＳＧＷ２は、第２のＬＭ
ＩＳＦ、例えば、以降「レセプタＬＭＩＳＦ２　３８」と称されるＬＭＩＳＦ２と関連付
けられる。レセプタＳＧＷ２　３４は、ＩＭＳ関連情報を別のＸ１ａインターフェース上
でレセプタＬＭＩＳＦ２　３８に提供することになる。［２］のバージョンよりも新しい
［５］において、強化されたアーキテクチャがＳＡ３－ＬＩによって提案されかつ推奨さ
れていることは留意されたい。この新しいアーキテクチャにおいて、この変更は通信コン
テンツの傍受に影響し、それによって、ＳＧＷ２２はコンテンツをＸ３上でＤＦ３　３０
に提供せず、該コンテンツをＬＭＩＳＦ２６に送り、さらにまた（ユーザが傍受の対象で
ある場合）コンテンツをＸ３上でＤＦ３　３０に送ることになる。この変更は本明細書に
論述される提案された解決策に影響しない。
【００１０】
　しかしながら、先行技術のＳ８ＨＲローミングによる問題は、レセプタＬＭＩＳＦ２　
３８がＶｏＬＴＥ呼が開始されたときの情報を受信しないため、レセプタＬＭＩＳＦ２　
３８が、ドナーＬＭＩＳＦ１　２６によって以前に収集されたＩＭＳ関連情報にアクセス
できなくなり、これがこの情報を１つのＬＭＩＳＦから別のＬＭＩＳＦに伝送させる機構
がないことに起因していることである。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明の目的は、当技術分野におけるこの問題を解決し、または少なくとも軽減するこ
とであり、よって、ワイヤレス通信端末がＳ８ＨＲローミングを行うときにＬＩを可能に
することである。
【００１２】
　上記の問題は、インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭ
Ｓ）情報を、ドナー、すなわち、第１のＬＭＩＳＦから、レセプタ、すなわち、第２のＬ
ＭＩＳＦに、シグナリングゲートウェイ（ＳＧＷ）再配置が生じるときに必要に応じて伝
送させることを可能にすることによって、解決可能である。このような伝送を可能にする
ための方法およびシステムは本明細書において提供される。
【００１３】
　この目的は、本発明の第１の態様において、ワイヤレス通信端末がＳ８ＨＲローミング
を行うときにＬＩを可能にする方法によって達成される。本方法は、第１のＬＭＩＳＦに
おいて、ワイヤレス通信端末をサーブする第１のＳＧＷから、ＬＩを行うために必要とさ
れるワイヤレス通信端末のＩＭＳ関連情報を受信することと、ワイヤレス通信端末をサー
ブする第２のＳＧＷにワイヤレス通信端末が再配置されると、第１のＬＭＩＳＦから、Ｌ
Ｉを行うために必要とされるワイヤレス通信端末の受信したＩＭＳ関連情報を、第２のＳ
ＧＷと関連付けられた第２のＬＭＩＳＦに提供することとを含む。
【００１４】
　この目的は、本発明の第２の態様において、ワイヤレス通信端末がＳ８ホームルーティ
ングローミングを行うときにＬＩを可能にするように設定される第１のＬＭＩＳＦによっ
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て達成される。ここで、第１のＬＭＩＳＦは、プロセッサおよびメモリを含み、上記のメ
モリは、上記のプロセッサによって実行可能である命令を含有することによって、第１の
ＬＭＩＳＦは、ワイヤレス通信端末をサーブする第１のＳＧＷから、ＬＩを行うために必
要とされるワイヤレス通信端末のＩＭＳ関連情報を受信することと、ワイヤレス通信端末
をサーブする第２のＳＧＷにワイヤレス通信端末が再配置されると、ＬＩを行うために必
要とされるワイヤレス通信端末の受信したＩＭＳ関連情報を、第２のＳＧＷと関連付けら
れた第２のＬＭＩＳＦに提供することとを行うように動作可能である。
【００１５】
　この目的は、本発明の第３の態様において、ワイヤレス通信端末がＳ８ホームルーティ
ングローミングを行うときにＬＩを可能にする方法によって達成される。本方法は、ＭＭ
Ｅにおいて、第１のＳＧＷから、ワイヤレス通信端末をサーブする第１のＬＭＩＳＦのア
ドレスを受信することと、ＭＭＥから第２のＳＧＷを介してワイヤレス通信端末が再配置
される第２のＬＭＩＳＦに、第１のＬＭＩＳＦのアドレスを提供することであって、ＬＩ
を行うために必要とされるワイヤレス通信端末のＩＭＳ関連情報は、第１のＬＭＩＳＦか
ら第２のＬＭＩＳＦによって取得可能である、提供することとを含む。
【００１６】
　この目的は、本発明の第４の態様において、ワイヤレス通信端末がＳ８ホームルーティ
ングローミングを行うときにＬＩを可能にするように設定されるＭＭＥによって達成され
る。ここで、ＭＭＥは、プロセッサおよびメモリを含み、上記のメモリは、上記のプロセ
ッサによって実行可能である命令を含有することによって、ＭＭＥは、第１のＳＧＷから
、ワイヤレス通信端末をサーブする第１のＬＭＩＳＦのアドレスを受信することと、ワイ
ヤレス通信端末が、ワイヤレス通信端末が再配置される第２のＬＭＩＳＦに第２のＳＧＷ
を介して、第１のＬＭＩＳＦのアドレスを提供することであって、ＬＩを行うために必要
とされるワイヤレス通信端末のＩＭＳ関連情報は、第１のＬＭＩＳＦから第２のＬＭＩＳ
Ｆによって取得可能である、提供することとを行うように、動作可能である。
【００１７】
　この目的は、本発明の第５の態様において、ワイヤレス通信端末がＳ８ホームルーティ
ングローミングを行うときにＬＩを可能にする方法によって達成される。本方法は、ワイ
ヤレス通信端末をサーブするＭＭＥにおいて、ワイヤレス通信端末をサーブする第１のＬ
ＭＩＳＦのアドレスを受信することと、サーブするＭＭＥから、ワイヤレス通信端末が再
配置されるべき別のＭＭＥを介して、再配置後にワイヤレス通信端末をサーブする第２の
ＬＭＩＳＦに、第１のＬＭＩＳＦのアドレスを提供することであって、ＬＩを行うために
必要とされるワイヤレス通信端末のＩＭＳ関連情報は、第１のＬＭＩＳＦから第２のＬＭ
ＩＳＦによって取得可能である、提供することとを含む。
【００１８】
　この目的は、本発明の第６の態様において、ワイヤレス通信端末がＳ８ホームルーティ
ングローミングを行うときにＬＩを可能にするように設定されるワイヤレス通信端末をサ
ーブするＭＭＥによって達成される。ここで、ＭＭＥは、プロセッサおよびメモリを含み
、上記のメモリは、上記のプロセッサによって実行可能である命令を含有することによっ
て、ＭＭＥは、ワイヤレス通信端末をサーブする第１のＬＭＩＳのアドレスを受信するこ
とと、ワイヤレス通信端末が再配置されるべき別のＭＭＥを介して、再配置後にワイヤレ
ス通信端末をサーブする第２のＬＭＩＳＦに、第１のＬＭＩＳＦのアドレスを提供するこ
とであって、ＬＩを行うために必要とされるワイヤレス通信端末のＩＭＳ関連情報は、第
１のＬＭＩＳＦから第２のＬＭＩＳＦによって取得可能である、提供することとを行うよ
うに、動作可能である。
【００１９】
　この目的は、本発明の第７の態様において、ワイヤレス通信端末がＳ８ホームルーティ
ングローミングを行うときにＬＩを可能にする方法によって達成される。本方法は、ワイ
ヤレス通信端末が再配置される第２のＬＭＩＳＦにおいて、再配置前にワイヤレス通信端
末をサーブした第１のＬＭＩＳＦのアドレスを、第２のＬＭＩＳＦと関連付けられたＳＧ
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Ｗを介して第２のＬＭＩＳＦをサーブするＭＭＥから受信することと、第１のＬＭＩＳＦ
から、ＬＩを行うために必要とされるワイヤレス通信端末のＩＭＳ関連情報を取得するこ
ととを含む。
【００２０】
　この目的は、本発明の第８の態様において、ワイヤレス通信端末がＳ８ホームルーティ
ングローミングを行うときにＬＩを可能にするように設定される第２のＬＭＩＳＦによっ
て達成される。ここで、第２のＬＭＩＳＦは、プロセッサおよびメモリを含み、上記のメ
モリは、上記のプロセッサによって実行可能である命令を含有することによって、第２の
ＬＭＩＳＦは、第２のＬＭＩＳＦへのワイヤレス通信端末の再配置前にワイヤレス通信端
末をサーブした第１のＬＭＩＳＦのアドレスを、第２のＬＭＩＳＦと関連付けられたＳＧ
Ｗを介して、第２のＬＭＩＳＦをサーブするＭＭＥから受信することと、第１のＬＭＩＳ
Ｆから、ＬＩを行うために必要とされるワイヤレス通信端末のＩＭＳ関連情報を取得する
こととを行うように動作可能である。
【００２１】
　本明細書に開示される実施形態は、新しいインターフェースＬｍを利用し、これによっ
て、ユーザ機器（ＵＥ）コンテキストおよび他のＵＥ関連情報が、ドナーＬＭＩＳＦから
レセプタＬＭＩＳＦへ伝送され得る。さらに、本明細書における主題は、ローミングして
いるＵＥが新しいＳＧＷ、ＬＭＩＳＦ、および／またはモビリティ管理エンティティ（Ｍ
ＭＥ）に移動するときでも、極めて重要なＬＩ機能を実行し、または実行し続けるための
所望の能力を実装するための既存の手順に対する拡張／強化を表す。
【００２２】
　当業者は、添付の図面に関連した実施形態の以下の詳細な説明を読むことで、本開示の
範囲を理解し、かつ本開示の追加の態様を実現するであろう。
【００２３】
　本明細書の一部分に組み込まれ、かつ本明細書を形成する添付の図面は、本開示のいく
つかの態様を示しており、本説明と共に、本開示の原理を説明する役割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１Ａ】Ｌｏｃａｌ　Ｂｒｅａｋ－Ｏｕｔ（ＬＢＯ）と称される、１つの従来のＶｏｉ
ｃｅ　Ｏｖｅｒ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＶｏＬＴＥ）実装形態を示
す図である。
【図１Ｂ】ベアラバインディング傍受および転送機能（ＢＢＩＦＦ）対象汎用パケット無
線サービス（ＧＰＲＳ）トンネリングプロトコル（ＧＴＰ）トンネル抽出を用いた、Ｓ８
ホームルーティング（Ｓ８ＨＲ）と称される別の従来のＶｏＬＴＥ実装形態を示す図であ
る。
【図２】従来のＳ８ＨＲ実装形態におけるＬＭＩＳＦ変更を用いたサービングゲートウェ
イ（ＳＧＷ）伝送を示す図である。
【図３Ａ】ユーザ機器（ＵＥ）コンテキストおよびＩＭＳ情報を検索するためにＬＭＩＳ
Ｆ間インターフェースを使用して、本明細書に記載される主題の一実施形態による、合法
的傍受（ＬＩ）ミラーインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（
ＩＭＳ）状態機能（ＬＭＩＳＦ）変更を用いたＳＧＷ伝送を示す図である。
【図３Ｂ】ユーザ機器（ＵＥ）コンテキストおよびＩＭＳ情報を検索するためにＬＭＩＳ
Ｆ間インターフェースを使用して、本明細書に記載される主題の別の実施形態による、合
法的傍受（ＬＩ）ミラーインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム
（ＩＭＳ）状態機能（ＬＭＩＳＦ）変更を用いたＳＧＷ伝送を示す図である。
【図３Ｃ】ユーザ機器（ＵＥ）コンテキストおよびＩＭＳ情報を検索するためにＬＭＩＳ
Ｆ間インターフェースを使用して、本明細書に記載される主題の一実施形態による、合法
的傍受（ＬＩ）ミラーインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（
ＩＭＳ）状態機能（ＬＭＩＳＦ）変更を用いたＭＭＥ伝送を示す図である。
【図４Ａ】本明細書に記載される主題の一実施形態に従って、Ｓ８ＨＲにおけるモビリテ
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ィに対してＬＩを提供するためのシステムの動作中に交換されるメッセージを示すシグナ
リングメッセージのフロー図である。
【図４Ｂ】本明細書に記載される主題の一実施形態に従って、Ｓ８ＨＲにおけるモビリテ
ィに対してＬＩを提供するためのシステムの動作中に交換されるメッセージを示すシグナ
リングメッセージのフロー図である。
【図５Ａ】本明細書に記載される主題の一実施形態による例示のＬＭＩＳＦを示すブロッ
ク図である。
【図５Ｂ】本明細書に記載される主題の一実施形態による例示のＭＭＥを示すブロック図
である。
【図６】本明細書に記載される主題の別の実施形態による例示のＬＭＩＳＦを示すブロッ
ク図である。
【図７】本開示のいくつかの実施形態によるＬＭＩＳＦの仮想化された実施形態を示す概
略的なブロック図である。
【図８】本明細書に記載される主題のさらに別の実施形態による例示のＬＭＩＳＦを示す
ブロック図である。
【図９】本明細書に記載される主題のまた別の実施形態による例示のＬＭＩＳＦを示すブ
ロック図である。
【図１０】本明細書に記載される主題の一実施形態による例示のＭＭＥを示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に示される実施形態は、当業者がこれらの実施形態を実施することを可能にするた
めの情報を表し、これらの実施形態を実施する最良の形態を示す。添付の図面を考慮して
以下の説明を読むことで、当業者は、本開示の概念を理解し、特に本明細書において対処
されていないこれらの概念の適用例を認識するであろう。これらの概念および適用は本開
示の範囲内に収まることが理解されるべきである。
【００２６】
　図３Ａは、１つの実施形態による、上述された問題に対する解決策を示す。図３Ａは、
ユーザ機器（ＵＥ）２０を、第１のサービングゲートウェイ（ＳＧＷ）、すなわち、ドナ
ーＳＧＷ、ＳＧＷ１　２２から、第２のＳＧＷ、すなわち、レセプタＳＧＷ、ＳＧＷ２　
３４に再配置するとき、インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム
（ＩＭＳ）関連情報はステップＳ１０１においてドナーＳＧＷ１　２２から受信され、こ
れは、第１の合法的傍受（ＬＩ）ミラーＩＭＳ状態機能（ＬＭＩＳＦ）によって記憶かつ
解析されたものであり、すなわち、ドナーＬＭＩＳＦ、ＬＭＩＳＦ１　２６はステップＳ
１０２によって示されるように、本明細書ではＬｍインターフェース４０と称される、新
しく規定されたインターフェースを介して、第２のＬＭＩＳＦ、すなわちレセプタＬＭＩ
ＳＦ、ＬＭＩＳＦ２　３８に伝送可能であることを示している。レセプタＬＭＩＳＦ２　
３８は、ドナーＬＭＩＳＦ１　２６によって以前に収集されたＩＭＳ情報にアクセスする
ため、レセプタＬＭＩＳＦ２　３８は、ドナーＬＭＩＳＦ１　２６によって行われた活動
および解析を継続することができる。図３Ａでは、ドナーＬＭＩＳＦ１　２６およびレセ
プタＬＭＩＳＦ２　３８は両方共、データをＸ２インターフェース上で同じ配信機能（Ｄ
Ｆ）（例えば、ＤＦ２　３２）に送るが、これはその通りでなくてもよい。
【００２７】
　図３Ｂを参照して示される１つの実施形態では、Ｓ８ホームルーティング（Ｓ８ＨＲ）
内にこの性能を提供することは、例えば、ドナーＳＧＷ１　２２からレセプタＳＧＷ２　
３４までのＳＧＷ再配置が生じるとき、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）４２によ
って制御される、ＳＧＷ再配置手順を強化することによって達成可能であり、ＳＧＷ再配
置を制御するＭＭＥ４２は、ステップＳ２０２において示されるように、ドナーＬＭＩＳ
Ｆ１　２６のアドレスをレセプタＳＧＷ２　３４に提供することになるが、これは、ステ
ップＳ２０１に示されるようにＵＥコンテキストの一部分としてドナーＳＧＷ１　２２に
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よってＭＭＥ４２に提供されていたものである。これによって、レセプタＬＭＩＳＦ２　
３８は、新しいＬｍインターフェース４０上でドナーＬＭＩＳＦ１　２６に連絡し、かつ
ステップＳ２０３に示されるように必要とされる情報を検索することが可能になる。
【００２８】
　同様に、図３Ｃに示される実施形態において示されるように、サーブするＭＭＥである
ＭＭＥ４２がまた再配置される場合、ドナーＬＭＩＳＦ１　２６のアドレスは、ＵＥコン
テキストの一部分として、ドナーＭＭＥ４２からレセプタＭＭＥ１４２に伝送される。Ｕ
Ｅコンテキストは、ＵＥによる使用のために割り当てられているシグナリングおよびデー
タ無線ベアラのセットを含む。よって、再配置を制御するドナーＭＭＥ４２は、ステップ
Ｓ３０１に示されるようにＵＥコンテキストの一部分としてドナーＳＧＷ１　２２によっ
てドナーＭＭＥ４２に提供されていた、ステップＳ３０２に示されるような、ドナーＬＭ
ＩＳＦ１　２６のアドレスをレセプタＭＭＥ１４２に提供することになる。これによって
、レセプタＬＭＩＳＦ２　３８は、新しいＬｍインターフェース４０上でドナーＬＭＩＳ
Ｆ１　２６に連絡し、かつステップＳ３０３に示されるように必要とされる情報を検索す
ることが可能になる。
【００２９】
　提案された解決策は、ドナーＬＭＩＳＦ１　２６において利用可能な、確立されたＶｏ
ｉｃｅ　Ｏｖｅｒ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＶｏＬＴＥ）呼について
の情報を、傍受の対象がＳＧＷ再配置を行う場合の異なるＳＧＷに（および、さらには、
傍受の対象がＭＭＥ再配置を行う場合の異なるＭＭＥに）接続されるレセプタＬＭＩＳＦ
２　３８に伝送することを可能にすることが考えられる。これによって、ＳＧＷ再配置後
に進行中のＶｏＬＴＥ呼の傍受の継続が可能になる。同じ原理はＭＭＥ再配置をハンドリ
ングすることまで拡張され得る。
【００３０】
　図４Ａおよび図４Ｂは、１つの実施形態に従って、本明細書に説明される解決策を提供
するために、［４］に明示される現在のＳＧＷ再配置手順に必要とされる変更を示す。こ
れらのステップに対する修正は、以下の文章に下線を引くことによって強調されている。
図４Ａに示される実施形態では、ＵＥ２０がエボルブドパケットコア（ＥＰＣ）ネットワ
ークに接続された後、ＭＭＥ４２は、ＵＥコンテキストの一部分として、ドナーＳＧＷ、
ＳＧＷ２２によって提供される、ドナーＬＭＩＳＦ、ＬＭＩＳＦ１　２６のアドレスを記
憶する（手順１００）。ＩＭＳベアラがＳＧＷ２２において検出されるとき、ベアラはＬ
ＭＩＳＦ１　２６に提供される（データフロー１０２）。
【００３１】
　再配置が行われる前に、音声呼の傍受が要求される場合（イベント１０４）、ＬＭＩＳ
Ｆ１　２６は、ＬＩ対象を汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）トンネリングプロトコ
ル（ＧＴＰ）トンネル識別子にマッピングする情報を含む第１のＬＩポリシ制御機能（Ｌ
ＰＣＦ）、ＬＰＣＦ１　２８に通知することになる（メッセージ１０６）。ＬＰＣＦ１　
２８は、ドナーＳＧＷ、ＳＧＷ１　２２にポリシ命令を送る（メッセージ１０８）ことに
よって応答することになる。ポリシ命令を受信することに応答して、ドナーＳＧＷ１　２
２は、ＩＭＳコンテンツを、Ｘ３インターフェースを介して、ＤＦ３＿１　３０などの適
切な配信機能に送り始めてよい（データストリーム１１０）。図４Ａには示されないが、
ＬＭＩＳＦ１　２６は、音声呼セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）メッセージのコピー
を、Ｘ２インターフェースを介して、ＤＦ２などの適切な配信機能に送ってよい。
【００３２】
　ＳＧＷ再配置が行われる場合、Ｘ２ハンドオーバ（手順１１２）が開始される。対象の
拡張ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢまたはｅＮＢ）４６は、経路切り換え要求（メッセージ１
１４）をＭＭＥ４２に発行する。それに応じて、ＭＭＥ４２はセッション作成要求（メッ
セージ１１６）をレセプタＳＧＷ、ＳＧＷ２　３４に発行する。この要求は、ＳＧＷ２　
３４に、ドナーＬＭＩＳＦ、ＬＭＩＳＦ１　２６のアドレスを提供するものになる。図４
Ａに示される実施形態では、レセプタＳＧＷ、ＳＧＷ２　３４は、ベアラ修正要求（メッ
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セージ１１８）をパケットゲートウェイ（ＰＧＷ）１６に発行し、このＰＧＷ１６は、ベ
アラ修正応答（メッセージ１２０）を発行することによって応答する。ＳＧＷ２　３４は
次いで、ＭＭＥ４２に、ＬＭＩＳＦ２　３８のアドレスを含むセッション作成応答（メッ
セージ１２２）を送ることになる。ＭＭＥ４２はその後、経路切り換え要求肯定応答（メ
ッセージ１２４）を対象のｅＮＢ４６に送る。
【００３３】
　図４Ｂに示される実施形態では、ユーザプレーンアップリンクおよびダウンリンクがＳ
ＧＷ再配置手順の一部分としてセットアップされると、ＳＧＷ２　３４はＬＭＩＳＦ２　
３８にＬＭＩＳＦ１　２６のアドレスを提供することになる（メッセージ１２６）。傍受
の継続を保証するために、ＬＭＩＳＦ２　３８はアップリンクおよびダウンリンクのユー
ザプレーンを記憶する。これによって、ＬＭＩＳＦ２　３８はＬｍインターフェース４０
上でＬＭＩＳＦ１　２６に連絡し（メッセージ１２８）、かつＩＭＳ関連情報を検索する
（メッセージ１３０）ことが可能になる。ＬＭＩＳＦ２　３８はその後、伝送したベアラ
が傍受のＩＭＳ対象に言及するかどうかをチェックするためにＩＭＳ関連情報全てを有す
ることになる。
【００３４】
　ＬＭＩＳＦ２　３８は、ＬＩの対象を検出するために検索されたＩＭＳ関連情報を使用
し、かつ、ＬＰＣＦ２　４８に通知し（メッセージ１３２）、ＬＰＣＦ２　４８は、音声
データをＤＦ３＿２　５０に提供させる（データストリーム１３６）命令をＳＧＷ２　３
４に送る（メッセージ１３４）ことによって応答する。ＬＩはＳＧＷ再配置後に要求され
るため、または傍受はＳＧＷ再配置後に継続するため、このプロセスは行われてよい（プ
ロセス１３８）。一方では、ＭＭＥ４２とＳＧＷ１　２２との間の以前のセッションは廃
棄される（メッセージ１４０、メッセージ１４２）。
【００３５】
　図５Ａは、本明細書に記載される主題の一実施形態による例示のＬＭＩＳＦ、すなわち
、第１のＬＭＩＳＦ１　２６および第２のＬＭＩＳＦ２　３８を示すブロック図である。
図５Ａに示される実施形態では、ＬＭＩＳＦ５４は、電気通信ネットワークと通信するた
めのネットワークインターフェース５６、１つまたは複数のプロセッサ５８、およびメモ
リ６０を含む。メモリ６０は、１つまたは複数のプロセッサ５８によって実行される命令
を記憶して、これらに本明細書に説明される機能を実行させることができる。新しいＬｍ
インターフェース４０は、ネットワークインターフェース５６の物理コンポーネントおよ
び論理コンポーネントを使用してよい。
【００３６】
　図５Ｂは、本明細書に記載される主題の一実施形態による例示のＭＭＥを示すブロック
図である。図５Ｂに示される実施形態では、ＭＭＥ４２は、電気通信ネットワークと通信
するためのネットワークインターフェース１５６、１つまたは複数のプロセッサ１５８、
およびメモリ１６０を含む。メモリ１６０は、１つまたは複数のプロセッサ１５８によっ
て実行される命令を記憶して、これらに本明細書に説明される機能を実行させることがで
きる。
【００３７】
　図６は、本明細書に記載される主題の別の実施形態による例示のＬＭＩＳＦを示すブロ
ック図である。図６に示される実施形態では、ＬＭＩＳＦ５４は、第２のＬＭＩＳＦ、例
えば、ＬＭＩＳＦ２　３８から、対象のユーザ機器、例えば、ＵＥ２０、またはサブスク
ライバと関連付けられた情報に対する要求を受信するように動作可能である受信モジュー
ル６２と、要求を受信することおよび第２のＬＭＩＳＦに応答して、対象のＵＥまたはサ
ブスクライバと関連付けられた情報を提供するように動作可能である提供モジュール６４
とを含む。
【００３８】
　図７は、本開示のいくつかの実施形態によるＬＭＩＳＦ５４の仮想化された実施形態を
示す概略的なブロック図である。この論述は、一実施形態によるＭＭＥなどの他のタイプ
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のネットワークノードに等しく適用可能である。さらに、他のタイプのネットワークノー
ドは同様の仮想化アーキテクチャを有することができる。
【００３９】
　本明細書で使用されるように、「仮想化」ネットワークノードは、ＬＭＩＳＦ５４の機
能性の少なくとも一部が（例えば、ネットワークにおいて物理処理ノードを実行する仮想
マシンを介して）仮想コンポーネントとして実装されるＬＭＩＳＦ５４の実装形態である
。示されるように、この例では、ＬＭＩＳＦ５４は、１つまたは複数のプロセッサ５８（
例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）および／または類似のもの）、メモリ６０、および
ネットワークインターフェース５６を含む制御システム６６を含む。さらに、ＬＭＩＳＦ
５４が無線ネットワークノードである場合、ＬＭＩＳＦ５４は、それぞれが、１つまたは
複数のアンテナ７４に結合される、１つまたは複数の送信機７０および１つまたは複数の
受信機７２を含む１つまたは複数の無線ユニット６８をさらに含む。制御システム６６は
、例えば、光ケーブルなどを介して無線ユニット６８に接続される。制御システム６６は
、ネットワークインターフェース５６を介してネットワーク７８に結合されるまたはこの
一部分として含まれる１つまたは複数の処理ノード７６に接続される。それぞれの処理ノ
ード７６は、１つまたは複数のプロセッサ８０（例えば、ＣＰＵ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡお
よび／または類似のもの）、メモリ８２、およびネットワークインターフェース８４を含
む。
【００４０】
　この例では、本明細書に説明されるＬＭＩＳＦ５４の機能８６は、１つまたは複数の処
理ノード７６において実装される、または任意の所望のやり方で制御システム６６および
１つまたは複数の処理ノード７６にわたって分散される。いくつかの特定の実施形態では
、本明細書に説明されるＬＭＩＳＦ５４の機能８６の一部または全ては、処理ノード７６
によってホストされる仮想環境において実装される１つまたは複数の仮想マシンによって
実行される仮想コンポーネントとして実装される。当業者によって理解されるように、処
理ノード７６と制御システム６６との間の追加のシグナリングまたは通信は、所望の機能
８６の少なくとも一部を実行するために使用される。
【００４１】
　とりわけ、いくつかの実施形態では、制御システム６６は含まれない場合があり、この
場合、無線ユニット６８は、適切なネットワークインターフェースを介して処理ノード７
６と直接通信する。いくつかの他の実施形態では、ＬＭＩＳＦ５４は、全面的に仮想化さ
れる（すなわち、制御システム６６または無線ユニット６８を含まない）。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、少な
くとも１つのプロセッサに、本明細書に説明される実施形態のいずれかによる仮想環境に
おいて、ＬＭＩＳＦ５４、またはＬＭＩＳＦ５４の機能８６の１つまたは複数を実装する
ノード（例えば、処理ノード７６）の機能性を実行させる命令を含むコンピュータプログ
ラムが提供される。いくつかの実施形態では、前述のコンピュータプログラム製品を含む
キャリアが提供される。キャリアは、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ
可読記憶媒体（例えば、メモリなどの非一時的なコンピュータ可読媒体）のうちの１つで
ある。
【００４３】
　図８は、本明細書に記載される主題の別の実施形態による例示のＬＭＩＳＦ２００を示
す。図８に示される実施形態では、ＬＭＩＳＦ２００は、ワイヤレス通信端末、例えば、
ＵＥ２０をサーブする、ＳＧＷ２２などの第１のＳＧＷから、ＬＩを行うために必要とさ
れるワイヤレス通信端末２０のＩＭＳ関連情報を受信するように動作可能である受信モジ
ュール２０１と、ＳＧＷ３４などの、ワイヤレス通信端末２０をサーブする第２のＳＧＷ
にワイヤレス通信端末２０を再配置すると、ＬＩを行うために必要とされるワイヤレス通
信端末２０の受信したＩＭＳ関連情報を、第２のＳＧＷ３４と関連付けられた、ＬＭＩＳ
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Ｆ３８などの第２のＬＭＩＳＦに提供するように動作可能である提供モジュール２０２と
を含む。
【００４４】
　図９は、本明細書に記載される主題の別の実施形態による例示のＬＭＩＳＦ３００を示
す。図９に示される実施形態では、ＬＭＩＳＦ２　３８などの、ワイヤレス通信端末２０
が再配置されるＬＭＩＳＦであるＬＭＩＳＦ３００は、再配置前にワイヤレス通信端末２
０をサーブしたＬＭＩＳＦ１　２６などの第１のＬＭＩＳＦのアドレスを、（ＳＧＷ２　
３４などの）ＳＧＷを介してＬＭＩＳＦ３００をサーブする（ＭＭＥ４２などの）ＭＭＥ
から受信するように動作可能である受信モジュール３０１と、第１のＬＭＩＳＦから、Ｌ
Ｉを行うために必要とされるワイヤレス通信端末２０のＩＭＳ関連情報を取得するように
動作可能である取得モジュール３０２とを含む。
【００４５】
　図１０は、本明細書に記載される主題の別の実施形態による例示のＭＭＥ４００を示す
。図１０に示される実施形態では、ＭＭＥ４２などのＭＭＥ４００は、ＳＧＷ１　２２な
どの第１のＳＧＷから、ＵＥ２０などのワイヤレス通信端末をサーブする、ＬＭＩＳＦ１
　２６などの第１のＬＭＩＳＦのアドレスを受信するように動作可能である受信モジュー
ル４０１と、ＳＧＷ２　３４などの第２のＳＧＷを介して、ワイヤレス通信端末が再配置
されるＬＭＩＳＦ２　３８などの第２のＬＭＩＳＦに、第１のＬＭＩＳＦのアドレスを提
供するように動作可能である提供モジュール４０２とを含む。この場合、ＬＩを行うため
に必要とされるワイヤレス通信端末のＩＭＳ関連情報は、第１のＬＭＩＳＦから第２のＬ
ＭＩＳＦによって取得可能である。
【００４６】
　本明細書における方法およびシステムは、一般的にＬＭＩＳＦアドレスを交換すること
、およびＬＭＩＳＦからＬＭＩＳＦ以外のエンティティへのデータの通信を伴う場合があ
る他のシナリオに対処するために拡張されてよい。要約すれば、解決策によって、ＵＥモ
ビリティにより、ＶｏＬＴＥ呼に関与したＳＧＷが変わる場合に、Ｓ８ＨＲアーキテクチ
ャにおけるＶｏＬＴＥ呼のＬＩを可能にするＩＭＳローミングシナリオにおいてＶｏＬＴ
Ｅを提供するために使用されるエボルブドパケットコアネットワークに対する方法および
強化が明示される。
【００４７】
　これは、
　・新しいＬＭＩＳＦ間インターフェースを導入することによってＬＩアーキテクチャを
強化すること、
　・ＳＧＷに関連したＬＭＩＳＦのアドレスをＭＭＥに記憶することによって既存のＳＧ
Ｗ再配置手順を強化すること、
　・ＬＭＩＳＦアドレス情報を追加することによっていくつかの既存のＧＴＰｖ２メッセ
ージを強化すること、および
　・ＬＭＩＳＦが別のＬＭＩＳＦに連絡することができるようにする手順を規定すること
によって実現される。
【００４８】
　限定はされないが、本開示のいくつかの例示の実施形態が以下に提供される。
【００４９】
　一実施形態では、電気通信ネットワークの動作の方法が提供される。本方法は、第１の
ＬＩミラーインターネットプロトコルマルチメディアサブシステム状態機能（ＬＭＩＳＦ
）（２６）において、第２のＬＭＩＳＦ（３８）から、対象のユーザ機器（ＵＥ）（２０
）またはサブスクライバと関連付けられた情報に対する要求を受信すること（１２８）と
、要求を受信することに応答して、対象のＵＥまたはサブスクライバと関連付けられた情
報を第２のＬＭＩＳＦ（３８）に提供すること（１３０）とを含む。
【００５０】
　さらなる実施形態では、対象のＵＥ（２０）またはサブスクライバと関連付けられた情
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報は対象のＵＥのコンテキストを含む。
【００５１】
　なおさらなる実施形態では、対象のＵＥのコンテキストは、第１のＬＭＩＳＦおよび第
２のＬＭＩＳＦのうちの少なくとも１つのアドレスを含む。
【００５２】
　さらなる実施形態では、方法は、情報に対する要求を受信する前に、対象のＵＥ（２０
）またはサブスクライバをサーブする第１のシグナリングゲートウェイ（ＳＧＷ）（２２
）において、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）（４２）に、第１のＬＭＩＳＦ（２
６）のアドレスを含む、対象のＵＥに対するコンテキストを送ることと、対象のＵＥと関
連付けられたインターネットプロトコルマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ベアラを
検出することと、対象のＵＥと関連付けられたＩＭＳベアラを検出することに応答して、
対象のＵＥと関連付けられたＩＭＳベアラを第１のＬＭＩＳＦ（２６）に提供することと
を含む。
【００５３】
　さらに別の実施形態では、方法は、情報に対する要求を受信する前に、第１のＬＭＩＳ
Ｆ（２６）において、対象のＵＥ（２０）に関連しているＬＩ機能を実行するための要求
を受信することと、対象のＵＥに関連している要求されたＬＩ機能を実行することとを含
む。
【００５４】
　なおさらなる実施形態では、要求されたＬＩ機能は音声呼の傍受を含む。
【００５５】
　さらに別の実施形態では、方法は、第１のＬＭＩＳＦ（２６）において、傍受される音
声呼を検出することと、音声呼を検出することに応答して、ＬＩポリシ制御機能（ＬＰＣ
Ｆ）（２８）に、傍受される音声呼が検出されたことを通知することであって、ＬＩ対象
をＧＴＰトンネル識別子にマッピングする情報を含む、通知することと、ＳＧＷ（２２）
において、ポリシ命令をＬＰＣＦ（２８）から受信することと、ポリシ命令を受信するこ
とに応答して、ＩＭＳコンテンツを第１の配信機能（ＤＦ）に送ることとをさらに含む。
【００５６】
　さらなる実施形態では、方法は、第１のＬＭＩＳＦ（２６）において、傍受される音声
呼と関連付けられたＳＩＰメッセージのコピーを第１のＤＦまたは第２のＤＦのうちの少
なくとも１つに送ることをさらに含む。
【００５７】
　さらなる実施形態では、方法は、情報に対する要求を受信する前に、ＭＭＥ（４２）に
おいて、ＵＥ（２０）を第１のＳＧＷ（２２）から第２のＳＧＷ（３４）に移動するため
の経路切り換え要求（１１４）を受信することと、経路切り換え要求を受信することに応
答して、第２のＳＧＷ（３４）に、第１のＬＭＩＳＦ（２６）のアドレスを含むセッショ
ン作成要求（１１６）を送ることとを含む。
【００５８】
　別の実施形態では、方法は、ＭＭＥ（４２）において、第２のＳＧＷ（３４）から、第
２のＬＭＩＳＦ（３８）のアドレスを含むセッション作成応答（１２２）を受信すること
をさらに含む。
【００５９】
　さらに別の実施形態では、方法は、第２のＳＧＷ（３４）によって、第１のＬＭＩＳＦ
（２６）のアドレスを第２のＬＭＩＳＦ（３８）に送ること（１２６）をさらに含む。
【００６０】
　一実施形態では、ネットワークインターフェース（５６）と、１つまたは複数のプロセ
ッサ（５８）と、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である命令を記憶するこ
とによって、ＬＭＩＳＦは、第２のＬＭＩＳＦ（３８）から、対象のユーザ機器（ＵＥ）
（２０）またはサブスクライバと関連付けられた情報に対する要求を受信する（１２８）
ように、および、要求を受信することに応答して、第２のＬＭＩＳＦ（３８）に、対象の



(15) JP 6722305 B2 2020.7.15

10

20

30

40

50

ＵＥまたはサブスクライバと関連付けられた情報を提供する（１３０）ように動作可能で
ある、メモリ（６０）とを含む、合法的傍受ミラーインターネットプロトコルマルチメデ
ィアサブシステム状態機能（ＬＭＩＳＦ）（５４）が提供される。
【００６１】
　一実施形態では、第２のＬＭＩＳＦ（３８）から、対象のユーザ機器（ＵＥ）（２０）
またはサブスクライバと関連付けられた情報に対する要求を受信する（１２８）ように、
および、要求を受信することに応答して、第２のＬＭＩＳＦ（３８）に、対象のＵＥまた
はサブスクライバと関連付けられた情報を提供する（１３０）ように適応される、合法的
傍受ミラーインターネットプロトコルマルチメディアサブシステム状態機能（ＬＭＩＳＦ
）（５４）が提供される。
【００６２】
　一実施形態では、第２のＬＭＩＳＦ（３８）から、対象のユーザ機器（ＵＥ）（２０）
またはサブスクライバと関連付けられた情報に対する要求を受信するように動作可能であ
る受信モジュール（６２）と、要求を受信することおよび第２のＬＭＩＳＦ（３８）に応
答して、対象のＵＥまたはサブスクライバと関連付けられた情報を第２のＬＭＩＳＦ（３
８）に提供するように動作可能である提供モジュール（６４）とを含む、合法的傍受ミラ
ーインターネットプロトコルマルチメディアサブシステム状態機能（ＬＭＩＳＦ）（５４
）が提供される。
【００６３】
　一実施形態では、ノードの１つまたは複数のプロセッサによって実行されるとき、ノー
ドに、ＬＭＩＳＦ（３８）から、対象のユーザ機器（ＵＥ）（２０）またはサブスクライ
バと関連付けられた情報に対する要求を受信（１２８）させ、かつ、要求を受信すること
に応答して、ＬＭＩＳＦ（３８）に、対象のＵＥまたはサブスクライバと関連付けられた
情報を提供（１３０）させるソフトウェア命令を記憶する、非一時的なコンピュータ可読
媒体が提供される。
【００６４】
　一実施形態では、少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、少なくとも１
つのプロセッサに、第２のＬＭＩＳＦ（３８）から、対象のユーザ機器（ＵＥ）（２０）
またはサブスクライバと関連付けられた情報に対する要求を受信（１２８）させ、かつ、
要求を受信することに応答して、第２のＬＭＩＳＦ（３８）に、対象のＵＥまたはサブス
クライバと関連付けられた情報を提供（１３０）させる命令を含む、コンピュータプログ
ラムが提供される。
【００６５】
　以下の頭字語は本開示全体を通して使用される。
　３ＧＰＰ　第３世代パートナーシッププロジェクト
　ＡＰＮ　アクセスポイント名
　ＡＳＩＣ　特定用途向け集積回路
　ＢＢＩＦＦ　ベアラバインディング傍受および転送機能
　ＣＰＵ　中央処理装置
　ＤＦ　配信機能
　ｅＮＢ　拡張またはエボルブドＮｏｄｅＢ
　ＥＰＣ　エボルブドパケットコア
　ＦＰＧＡ　フィールドプログラマブルゲートアレイ
　ＧＰＲＳ　汎用パケット無線サービス
　ＧＳＭ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ
　ＧＳＭＡ　ＧＳＭアソシエーション
　ＧＴＰ　ＧＰＲＳトンネリングプロトコル
　ＧＴＰｖ２　ＧＴＰバージョン２
　ＨＰＬＭＮ　ホーム地上波公共移動通信ネットワーク
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　ＩＭＳ　インターネットプロトコルマルチメディアサブシステム
　ＩＰ　インターネットプロトコル
　ＬＢＯ　Ｌｏｃａｌ　Ｂｒｅａｋ－Ｏｕｔ
　ＬＩ　合法的傍受
　ＬＭＩＳＦ　ＬＩミラーＩＭＳ状態機能
　ＬＰＣＦ　ＬＩポリシ制御機能
　ＬＴＥ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
　ＭＭＥ　モビリティ管理エンティティ
　Ｐ－ＣＳＣＦ　プロキシ呼セッション制御機能
　ＰＤＮ　パケットデータネットワーク
　ＰＧＷ　パケットデータネットワークゲートウェイ
　ＱＣＩ　ＱｏＳクラス識別子
　ＱｏＳ　サービス品質
　ＳＡ　サービスアスペクト
　Ｓ－ＣＳＣＦ　サービング呼セッション制御機能
　ＳＧＷ　サービングゲートウェイ
　ＳＩＰ　セッション開始プロトコル
　Ｓ８　ＳＧＷとＰＧＷとの間の（オペレータ内）インターフェース
　Ｓ８ＨＲ　Ｓ８ホームルーティング
　ＴＲ　技術報告
　ＵＥ　ユーザ機器
　ＶｏＬＴＥ　Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＬＴＥ
　ＶＰＬＭＮ　訪問先地上波公共移動通信ネットワーク
【００６６】
　当業者は、本開示の実施形態に対する改良および修正を認識するであろう。全てのこの
ような改良および修正は、本明細書に開示される概念の範囲内にあるとみなされる。
【００６７】
　出典
　［１］ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｍａ．ｃｏｍ／ｎｅｗｓｒｏｏｍ／ａｌｌ－ｄｏｃ
ｕｍｅｎｔｓ／ｈｔｔｐｗｗｗ－ｇｓｍａ－ｃｏｍｎｅｗｓｒｏｏｍｗｐ－ｃｏｎｔｅｎ
ｔｕｐｌｏａｄｓｉｒ－６５－ｖ２０－０－ｐｄｆ／で利用可能な、ＧＳＭＡ　ＩＲ．６
５　ＩＭＳ　Ｒｏａｍｉｎｇ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ　Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅ
ｓ　Ｖ．２０．０
　［２］ｆｔｐ：／／ｆｔｐ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ＴＳＧ＿ＳＡ／ＷＧ３＿Ｓｅｃｕｒｉ
ｔｙ／ＴＳＧＳ３＿ＬＩ／２０１５＿６１＿ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ／Ｄｏｃｓ／Ｓ３
ｉ１６０１９２．ｚｉｐで利用可能な、３ＧＰＰ　ＴＲ　３３．８２７「Ｓｔｕｄｙ　ｏ
ｎ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ｆｏｒ　ＬＩ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓ８　Ｈｏｍｅ　Ｒｏｕｔｉｎ
ｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｆｏｒ　ＶｏＬＴＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１４）」、ｖ．
０．１．０
　［３］ｆｔｐ：／／ｆｔｐ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／Ｓｐｅｃｓ／ａｒｃｈｉｖｅ／２９＿
ｓｅｒｉｅｓ／２９．２７４／２９２７４－ｄ５０．ｚｉｐで利用可能な、３ＧＰＰ　Ｔ
Ｓ　２９．２７４「３ＧＰＰ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＥＰＳ）
；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＧＰ
ＲＳ）　Ｔｕｎｎｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎ
ｅ（ＧＴＰｖ２－Ｃ）；Ｓｔａｇｅ　３、ｖ．１３．５．０」
　［４］ｆｔｐ：／／ｆｔｐ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／Ｓｐｅｃｓ／ａｒｃｈｉｖｅ／２３＿
ｓｅｒｉｅｓ／２３．４０１／２３４０１－ｄ６１．ｚｉｐで利用可能な、３ＧＰＰ　Ｔ
Ｓ　２３．４０１「Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＧＰ
ＲＳ）　ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔ
ｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）
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　ａｃｃｅｓｓ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１３）」、ｖ．１３．６．１
　［５］３ＧＰＰ　ＴＲ　３３．８２７「Ｓｔｕｄｙ　ｏｎ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ｆｏ
ｒ　ＬＩ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓ８　Ｈｏｍｅ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ
　ｆｏｒ　ＶｏＬＴＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１４）」、ｖ．１．１．０
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